
資料 １ 

 

精神障害者の遠隔地からの退院支援（支援の流れ） 

 
１ 目 的 
  精神障害のある人で、さまざまな事情により、生活していた場所から離れた場所で入院

を余儀なくされる人のうち、以前生活していた地域への退院を希望する人への支援のため

に、遠隔地に入院されている精神障害者の退院支援について、役割や流れについて整理す

る。 
 
２ 用語等の整理 
① 遠隔地：障害保健福祉圏域外をさす 
② 支援対象者：入院治療の必要性は無いものの、退院先が障害保健福祉圏域外であり、

かつ、現在入院している医療機関のみで退院支援が不可能な者 
③ 入院医療機関：現在対象者が入院している医療機関 
④ 受入医療機関：支援対象者が生活を行う予定地域の転院又は通院先医療機関 
⑤ 退院支援事業所：現在、支援対象者が入院している地域を支援している事業所 
⑥ 受入支援事業所：支援対象者が生活を行う予定地域を支援している事業所 
⑦ 地域移行支援サービス：精神科病院に入院している精神障害のある人について、住居

の確保そのほかの地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行う。 
⑧ 地域定着支援サービス：居宅において単身等の状況で生活する障害のある人について、

当該障害者との常時の連絡体制を確保し、障害特性に起因して生じた緊急の事態など

に相談等の便宜を供与すること。 
 
  



３ 退院支援事業（仮称）の流れ 

      

      

      

     

      

  

  

  

  

退院後は、受入支援事業所において、地域定着支援サービスを

実施 
⑨退院 

受入支援事業所において、受入医療機関の協力を得ながら、体

験宿泊や日中活動の場への体験参加などの地域移行支援サービ

スを実施 

⑧支援開始(体験) 

入院医療機関から受入先医療機関へ転院 ⑦支援開始(転院) 

退院支援事業所において、入院医療機関の協力を得ながら地域

移行支援サービスを実施 ⑥支援開始(入院元) 

退院支援事業所と受入支援事業所、入院医療機関、受入医療機

関の 4 者の多職種（必要により当事者や家族）が参画し、実施

に向けた具体的な退院・地域生活支援計画の策定を行う。 

⑤支援会議の開催 

受入支援事業所が、退院支援事業への協力可と回答のあった受

入医療機関と調整 
 

④退院先地域の受

入医療機関と調整 

退院支援事業所と受入支援事業所が協議、情報共有、支援スケ

ジュールを作成 
③退院先地域の受

入支援事業所機関

と調整 

退院支援事業所が聞き取り調査を実施 
ア 遠隔地退院支援の協力依頼 
イ 支援対象者との面接等により退院の意思及び退院先の意向

確認 

②病院再確認、本人

意思確認 

県内精神科病院に対するアンケート調査を実施 
ア 支援対象者の有無の確認 
イ 退院支援事業（仮称）への協力の可否について確認 

（対象有で、かつ、退院先医療機関としての協力可→②へ） 
※結果については公表 
（イが可との回答の病院を公表≪インセンティブ≫） 

① 支援対象者の把
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